
  
令和８年４月１日現在 

□ 概   要 
小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の

更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。 
 
□ 対象事業者 
次のいずれにも該当する中小企業基本法に定める小規模企業者（従業員数20人以下、商業・サービス

業5人以下） 
 

① 市内で現に事業活動を行っていること。 

② 55歳以下の後継者がいること（代表者が55歳以下である場合を除く）。 

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項、第 5 項及び第 11 項に規定する営業を営む者でな

いこと。 

④ 代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第 2 条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有

する者でないこと。 

⑤ 本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。 

⑥ 市が賦課徴収する税金を滞納していないこと。 
 

□ 対 象 経 費 
本市の償却資産課税台帳に登録された次の区分に属する資産の取得価額（消費税及び地方消費税相当額

を除く）とします。ただし、対象期間内における取得価額の合計額が通算 300 万円に満たない場合は、
交付の対象となりません。 
・構築物 
・機械及び装置 
 ※ブルドーザー・パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を除

きます。 
・工具、器具及び備品 
 
※すでに本補助金の交付を受けた企業者が、対象期間中に新たに取得等を行った場合は、補助金の交付を 
申請することができます。なお、補助金額の限度額までは、何度でも申請することができます。 

 
□ 補 助 金 額（千円未満切捨て） 

補助対象経費の区分 補 助 率 限 度 額 

経営革新計画に基づく設備更新等 １００分の１０ 
５００万円 

上記以外の設備更新等 １００分の５ 
 

□ 対 象 期 間 

設備の更新等を行った時期 補助金交付申請期間 

令和７年1月2日～令和１０年1月1日 令和８年4月1日～令和１１年3月31日 

 
□ 申   請 
設備の更新等を行った日の属する年の翌年（当該日が１月１日である場合は当該日の属する年）の４月

１日以降に、所定の申請書（刈谷市のホームページからダウンロードできます。）に必要事項を記入し、次に
掲げる書類を添えて刈谷市役所商工業振興課まで持参してください。 
 

① 申請日の前3月以内に発行された法人に係る登記事項証明書（法人に限る） 

② 設備の更新等を行う事業所に係る土地及び家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し 

③ 直近の1事業年度分の決算関係書類（貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書など） 

④ 償却資産申告書及び種類別明細書の写し 

⑤ 設備の更新等に係る領収書及び請求書の写し 

⑥ 設備を示す写真 

⑦ 後継者申告書（様式第2号） 

⑧ 経営革新計画に係る承認申請書の写し 

⑨ 経営革新計画に係る承認を証する書類の写し 
※⑧⑨は経営革新計画に基づく設備更新等を 
 行った場合のみ提出が必要です。 

 

□ 注   意 
予算には限りがありますので予算が無くなり次第、受付を終了する可能性があります。お早めに申請をお願いいたします。 

 対象経費の要件等、分からない事がありましたら、問合せください。 
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刈 谷 市 小 規 模 企 業 者 設 備 投 資 促 進 補 助 金 

問合せ先  刈谷市役所  商工業振興課  電話  ０５６６－６２－１０１６ 
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